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三戸町の概要






 森林経営管理制度の取組方針












三戸町雷平地区の概要
いかづちたいら



所有者不明森林の特例措置

森林所有者

市町村

都道府県



三戸町における探索の状況
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三戸町が行う経営管理の内容






 所有者不明森林で定めようとする経営管理権集積計画の概要



第10回検討委員会から裁定までのスケジュール

















裁定にあたっての取組（三戸町）




 三戸町での検討結果 第10回検討委員会での主な議論
 



 





都道府県の裁定
 森林経営管理法 第二十七条

第二十七条都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行わ

れておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利
用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積する
ことが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。

２前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積

二市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間

三市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

四販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算
定方法及び当該金銭の供託の時期

五所有者不明森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しな
ければならない旨の条件

六第二号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規
定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

七その他農林水産省令で定める事項

３第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同
項第二号に規定する存続期間については五十年を限度として定めるものとする。



都道府県の裁定
 森林経営管理法 第二十七条（抜粋）

都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行わ
れておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域におけ
る土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請を
した市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。



都道府県の裁定
 森林経営管理法 第二十七条（抜粋）

都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行わ
れておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域におけ
る土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請を
した市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。
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裁定にあたっての取組（青森県）




 青森県の取組










青森県、三戸町による現地調査の様子

倒木







裁定にあたっての取組（青森県）ー現地調査ー



撮影箇所③

民家

倒木

林縁部に枯死木や倒木があり、斜面下の民家に到達する可能性がある。

裁定にあたっての取組（青森県）ー現地調査ー



裁定にあたっての取組（青森県）ー現地調査ー



裁定にあたっての取組（青森県）


 確認すべき事項


 



 青森県の整理





裁定にあたっての取組（青森県）


 確認すべき事項














 青森県の整理











検討委員会で御議論いただきたい事項


